
令和４年度 

豊田市区長会 第１０回 役員会 

日 時  令和４年１２月２７日（火） 午後２時から

場 所  豊田市役所 南庁舎５階 南５１会議室 

区長会シンボルマークの趣旨 

このシンボルマークは､ 

「人づくり・まちづくり・幸せづくり」

をひとつひとつの輪に託し、心を合わせ

て伸びていくことを表現しています 

市民の誓いシンボルマークの趣旨 

「豊田市の花『ひまわり』の種をモチー

フに、本文の５項目を明るいラインで表

し、実践活動を通して、わたくしたち市

民の手で、豊田市を未来に向かって育て

伸ばそう」という意味を表しています。 

このシンボルマークは､市の花「ひまわ

り」のなかに５つの誓いを５本の指で表

現しています。 
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ページ

報告
内容

・状況は別紙のとおりです。
・事故報告書等は早めに提出をお願いします。
※事故報告書は原則５日以内です。すぐに事故報告書を提出できない場合
は、事故後直ちに支所又は区長会事務局へご一報ください。
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５　共済会運営委員会 報告事項

警察署と地区区長会との連携について

・地区区長会日程の確認を行い修正があれば区長会事務局へご連絡ください。

豊田市区長会役員会の傍聴について

別
紙

区長会役員選考委員について

1
・別紙のとおりです。

・別紙のとおりです。

今期見舞金の支給状況について

４　区長会　報告・確認・協議事項

1

1

2

【司会　福士副会長／場所　市役所南庁舎５階　南５１会議室】

２　会長　挨拶

３　豊田警察署 報告・説明

1

犯罪発生状況・交通事故発生状況について

１　豊田市民の誓い唱和

・別紙のとおりです。

篠原書記

別
紙



資料
番号

依頼
内容

・地域の安全・安心を守る消防団員の募集活動ついて、各地区で周知等、ご
協力をお願いします。
・消防団員募集チラシの掲示をお願いします。

【連絡先】消防本部総務課（電話：35-9717/FAX：35-9709）

依頼
内容

・豊田市開発事業対策協議会の取組で、啓発ポスターとチラシを作成しまし
たので、ポスターの掲示とチラシの回覧をお願いします。

【連絡先】開発調整課（電話：34-6744/FAX：34-6011）

情報
提供

・「とよた市民福祉大学（第７期）」が修了しましたので、御報告します。
・修了者について情報提供します。

【連絡先】豊田市社会福祉協議会　共生推進課（電話：31-1294/FAX：33-
2346）

・・・ 13７　１月区長便のお知らせ

消防団員募集の協力について

1
-

（消）総務課

3

「とよた市民福祉大学（第７期）」について 社会福祉協議会

3

-

【第１１回役員会】　　２月１日（水）　１４：００～　　市役所南庁舎５階　南５１会議室

2 2

-

８　各地区の情報交換について　担当：第５ブロック

違反開発防止に向けたポスターの掲示及びチラシの回覧依頼について 開発調整課

1

６　豊田市等からの依頼・情報提供事項



令和５年度 豊田市区長会役職者の選考について 

≪ 今後の流れ ≫ 

令和４年度 

１２月２７日（火）  第１０回 区長会役員会 

① 役員選考委員の選出依頼

役員選考委員の条件等 

・ 各ブロックの地区会長の中から１名ずつ（計６名） 

・ 選考委員は、原則として４役への就任はない 

※「区長会役職選考に関する内規」 

１役員選考委員選出方法等（１）役員選考委員の選出より 

１月６日（金）   役員選考委員の選出期限（区長会事務局へ提出） 

１月２６日（木）  区長会４役会にて役員選考委員（案）作成 

２月１日（水）   第１１回 区長会役員会 

① 役員選考委員の決定 

② 役職推薦書の提出依頼 

３月６日（月）   役職推薦書 提出期限（厳守） 

３月１５日（水）  役員選考委員会の開催 

               午後２時から 場所：豊田市役所  

               選考委員６名、事務局 

新年度 

４月１２日（水）  第 1 回 区長会役員会にて内部発表 

５月１３日（土）  総会にて決定

区長会役員会 資料 

令和４年１２月２７日
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令和５年度 

豊田市区長会役員選考委員報告書 

ブロック 

(○をつけ

て く だ さ

い） 

１ブロック（崇化館・梅坪台・浄水・朝日丘・逢妻） 

２ブロック（高橋・美里・益富・松平） 

３ブロック（豊南・末野原・上郷） 

４ブロック（竜神・若林・前林・若園） 

５ブロック（猿投台・井郷・猿投・保見・石野） 

６ブロック（藤岡・藤岡南・小原・足助・下山・旭・稲武） 

選考委員

地区名
                     地 区 

選考委員

自治区名 
                     自治区 

選考委員

区長名

「区長会役職選考に関する内規」を理解し、各ブロックの令和４年度の

地区会長で協議のうえ、提出してください。 

選考委員は、３月１５日（水）午後２時からの選考委員会にご出席い

ただきます。 

提出期限：令和５年１月６日（金） 

提出先・問合せ ：豊田市区長会事務局（地域支援課内）  

TEL３４-６６２９ FAX３５-４７４５ 
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区長会役職選考に関する内規 

１ 役員選考委員選出方法等 

（１）役員選考委員の選出 

選考委員は、前年度において次の６ブロックの地区会長の中から、１名ずつの推薦を受け、

会長が指名する。 

   選考委員は、原則として、４役（会長、副会長、書記、会計）への就任はないものとする。 

ブロック（自治区数） 構 成 地 区 

１ブロック（39） 崇化館(12)、梅坪台(4)、浄水(5)、朝日丘(7)、逢妻(11) 

２ブロック（65） 高橋(15)、美里(14)、益富(14)、松平(22) 

３ブロック（37） 豊南(9)、末野原(11)、上郷(17) 

４ブロック（26） 竜神(8)、若林(4)、前林(11)、若園(3)、 

５ブロック（56） 猿投台(11)、井郷(5)、猿投(8)、保見(13)、石野(19) 

６ブロック（75） 藤岡(18)、藤岡南(6)、小原(12)、足助(14)、下山(7)、旭(5)、稲武(13)

（２）役員選考委員会における選考 

   選考委員会への出席は、選考委員６名と、区長会事務局とする。 

選考委員会は、選考委員長を互選する。 

選考委員会では、地区区長会が提出した役職推薦書を参考に、選考基準等に照らし、協議の

うえ決定する。 

２  会長・副会長・書記・会計の任期・選考基準等 

（１）区長会長１名について 

① 会長任期は１期１年２期までとする。 

なお、任期終了後２年経過したときは、再選できるものとする。 

② 会長の選考にあたっては、地区区長会の持ち回り等、地域的な配慮をなくし、人物本位で

選考に当たるものとする。 

③ １年以上の地区会長経験を持つ地区会長から選考するものとする。 

④ 会長の選考に当たっては、次の事項を確認し行うものとする。 

・他の模範となるような自治区運営がされていること。 

・関係地区区長会の全面的な支持があること。 

・区長会長としての職務を遂行できる識見と体力があること。 

（２）副会長３名について 

① 副会長の任期は１期１年２期までとする。 

ただし、任期終了後２年経過したときは、再選できるものとする。 

② 副会長３名の選考に当たっては、地区エリア等に配慮し選考するものとする。 

③ 副会長についても区長経験年数等にとらわれず、人物本位の選考とする。 

④ 会長に事故があった場合に備えて、会長代行者を決めておくものとする。 

この場合の代行期間は、当該年度末までとする。 

  ⑤ 会長代行者の副会長の選考に当たっては、（１）④の事項を確認し行うものとする。 

-3-



⑥ 原則１年以上の区長経験を持つ地区会長から選考するものとする。 

⑦ 会長代行者以外の副会長２名は、書記・会計をそれぞれ兼ねるものとする。 

（３）書記１名、会計１名について 

① 任期は１期１年２期までとする。 

② 地区エリア等に配慮し、選考するものとする。 

③ 原則１年以上の区長経験を持つ地区会長から選考するものとする。 

３ 施行期日 

この内規は、平成２０年１月４日から施行する。 

（選考委員は、６ブロックの地区会長の中から１名ずつの推薦を受けると変更する。

選考委員は、「役職推薦書の提出のない地区会長とする」から「4 役への就任は

ないものとする」と変更する。） 

この内規は、平成２１年４月１日から施行する。 

（高橋、豊南地区の自治区数を変更する。） 

この内規は、平成２３年４月１日から施行する。 

（逢妻、猿投台地区の自治区数を変更する。藤岡地区を藤岡と藤岡南に分離する。） 

この内規は、平成２６年４月１日から施行する。 

（ただし書き、「該当する地区会長がいない場合は、前年度の役員会による推薦を

うけた地区会長が役員選考委員会の承認を経て就任するものとする。」から「１

年以上の区長経験を持つ地区会長がいないブロックはブロックの推薦があれば

役員選考委員会で選考できる。」と変更する。） 

  この内規は、平成２７年４月１日から施行する。 

（会長任期について、規約との整合。） 

   この内規は、平成２８年４月１日から施行する。 

（末野原地区の自治区数を変更する。梅坪台地区を梅坪台と浄水に分離する。） 

この内規は、平成２９年４月１日から施行する。 

（選考委員会への出席者に会長代行を追加する。会長任期のただし書きを追加す

る。） 

この内規は、平成３０年４月１日から施行する。 

（会長任期のただし書きを削除する。会長任期を１期１年２期までに変更する。） 

この内規は、令和３年１月１日から施行する。 

（選考委員会の出席者から前年度の区長会長（会長代行）を削除する。） 

この内規は、令和４年４月１日から施行する。 

（末野原地区と足助地区の自治区数を変更する。） 

  この内規は、令和４年１２月 1日から施行する。 

（役職推薦書の提出を総務委員から地区区長会に変更する。副会長及び書記・会計

の選考における「１年以上の区長経験をもつ地区会長」を「原則１年以上の区長

経験をもつ地区会長」に変更する。選考における但し書を削除する。） 
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区長会役員選考委員の推移について 

● Ｈ２５年度～ 

１ 次の６ブロックの地区会長の中から、１名ずつの推薦を受け、会長が指名する。 

  選考委員は、原則として４役への就任はしない。 

ブロック名 構 成 地 区 

１ブロック 崇化館、梅坪台、浄水(H28～)、朝日丘、逢妻 

２ブロック 高橋、美里、益富、松平 

３ブロック 豊南、末野原、上郷 

４ブロック 竜神、若林、前林、若園 

５ブロック 猿投台、井郷、猿投、保見、石野 

６ブロック 藤岡、藤岡南（H23～）、小原、足助、下山、旭、稲武 

２ 選考委員推移（網掛け下線は委員長） 

年 度 １ブロック ２ブロック ３ブロック ４ブロック ５ブロック ６ブロック 

Ｈ２５ 梅坪台 高橋 上郷 若園 猿投 小原 

Ｈ２６ 朝日丘 美里 末野原 若林 石野 下山 

Ｈ２７ 逢妻 高橋 上郷 前林 猿投台 稲武 

Ｈ２８ 崇化館 美里 豊南 竜神 石野 旭 

Ｈ２９ 浄水 高橋 上郷 前林 猿投台 藤岡南 

Ｈ３０ 朝日丘 美里 上郷 若園 保見 藤岡 

Ｒ１ 朝日丘 高橋 上郷 若園 猿投台 小原 

Ｒ２ 逢妻 松平 上郷 竜神 井郷 足助 

Ｒ３ 梅坪台 美里 上郷 若林 猿投 旭 

Ｒ４ 浄水 益富 上郷 前林 猿投台 稲武 
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令和４年１２月２７日 

豊田市区長会 

豊田市区長会役員会の傍聴について（案） 

１ 目 的  

  毎月１回開催されている豊田市区長会役員会（以下「役員会」という。）について、役

員以外の豊田市区長会会員（以下「会員」という。）が傍聴する機会を設けることで、分

かりやすく開かれた区長会運営を目指すとともに、各自治区運営の一助としてもらうため。 

２ 内 容 

  会員のうち希望する人が、役員会を傍聴できるようにする。 

３ 方 法 

 ・傍聴を希望する会員は、毎月、傍聴依頼期限（概ね役員会の２週間前）までに、口頭で

事務局に傍聴したい旨を申し出る。 

・役員会の当日に、傍聴席にて会議を傍聴する。 

 ・意見等がある場合は、事務局が示す期限までに、意見等が記載された書類（様式自由、

メール可、電話不可）を提出する。 

 ・４役の承認が得られれば、役員会の会議後の指定された時間に意見等を発言することが

できる。 

４ その他 

 ・役員会に合わせて、総務委員会も傍聴できるようにする。 

 ・傍聴について、区長会会則を改正（９ページ参照）するとともに、「豊田市区長会役員

会及び総務委員会傍聴細則」（７ページ参照）を設ける。 

 ・毎年の日程等については、年度当初に事務局から提示する。 

 ・傍聴者には、傍聴の注意事項と発言の仕方等を記載したチラシを配付する。 
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豊田市区長会役員会及び総務委員会傍聴細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、豊田市区長会会則（平成３年４月１日施行）第３５条第２項及び第

４３条の規定に基づき、豊田市区長会役員会及び総務委員会（以下「役員会等」という。）

の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（傍聴の手続） 

第２条 役員会等の会議を傍聴しようとする豊田市区長会の会員は、別に示された期日ま

でに事務局に申し出なければならない。 

 （傍聴席） 

第３条 傍聴人は傍聴席で傍聴することができる。 

２ 議長は、傍聴席が満席となったとき、その他必要があると認めるときは、傍聴人の数

を制限することができる。 

（傍聴することができない者） 

第４条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

（１）酒気を帯びていると認められる者 

（２）会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者 

（３）前２号に掲げる者のほか、議長において傍聴を不適当と認める者 

（傍聴人の遵守事項） 

第５条 傍聴人は、傍聴席では、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（１）みだりに傍聴席を離れないこと。 

（２）私語、談話及び拍手をしないこと。 

（３）議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。 

（４）携帯電話等を使用しないこと。 

（５）前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為

をしないこと。 

（６）事務局の指示に従うこと。 

（写真撮影、録画、録音等） 

第６条 傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録画、録音等をするときは、事前に議長の
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許可を得なければならない。 

２ 議長は、議事の妨げになるときは、写真撮影、録画、録音等を禁止することができる。 

（傍聴人の退場） 

第７条 傍聴人は、会議を秘密会とする議決があったときは、直ちに退場しなければなら

ない。 

（違反に対する措置） 

第８条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わな

いときは、これを退場させることができる。 

（委任） 

第９条 この細則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、役員会が別に定

める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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区長会会則に必要な条項を追加する。 

区長会会則の改正は、令和５年５月１３日（土）の区長会総会に諮る。 

豊田市区長会会則 

～  省 略  ～ 

（役員会の傍聴） 

第３５条 会員は、役員会を傍聴することができる。ただし、議長が会議を公開しないこと

としたときは、この限りでない。 

２ 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、役員会が別に定

める。  

～  省 略  ～ 

（総務委員会の傍聴） 

第４３条 総務委員会の傍聴は、第３５条の規定を準用する。この場合において、第３５条

の規定中「役員会」とあるのは「総務委員会」と読み替えるものとする。 

～  省 略  ～ 

附 則 

～  省 略  ～ 

この会則は、令和５年４月１日から施行する。 

備 考 

～  省 略  ～ 

令和５年４月１日 施行 

（役員会及び総務委員会の傍聴、役員外会員の発言の条文を追加） 
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令和４年度 豊田市区長会共済会 

第 １０ 回  運 営 委 員 会 

１ 見舞金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

12 月１日～12 月 31 日 8 320,600 3 136,000

4 月 1 日～12 月 31 日 45 1,248,100 19 588,000

1 件あたりの平均支給額 ― 27,736 ― 30,947

２  １２月の見舞金支給の内容 

№ 自治区名等 見舞金額(円) 行 事 名 傷害の内容 発 生 状 況 

1 御 立 6,000 秋の環境美化活動
蜂刺傷(右手甲､左

手首､耳の後ろ)

神池の外周の草刈り作業中､スズメ蜂に刺

され負傷

2 御 立 6,000 秋の環境美化活動 蜂刺傷(左手甲)
神池の外周の草刈り作業中､スズメ蜂に刺

され負傷

3 深田山 27,000
にこにこクラブ

(高齢者支援) 
顎裂傷

参加の為友人と歩行中､躓いて転倒し顎を

強打して負傷

4 池田町 48,000 春の環境美化活動 慢性硬膜下血腫
草刈り作業中､足が滑り 2ｍ落下し頭部と

両足を強打し負傷

5 新 井 205,000
まちづくり卓球教

室(高齢者支援) 

右橈骨遠位端骨

折､胸椎圧迫骨折

後退りして返球しようとした際バランス

を崩して転倒し右手と腰を強打して負傷

6 浄水町 16,600
マレットゴルフ大

会 
右膝外側打撲 

始球式の打ったボールがピースに当たっ

て跳ね返り､見学者の足に当たり負傷

7 西中山 6,000 蛍放流 右足親指打撲 
展示物の板を固定しようとした際､手が滑

り足の指に落下し負傷 

8 藤岡南コミ 6,000
子どもの居場所づ

くり 
眉間､左目下打撲 

バトミントンの練習で審判をしていたと

ころ、友人が握っていたラケットが手か

ら抜けて眉間に当たり負傷

３  賠償金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

1 2 月 1 日～1 月 4 日 1 237,380 1 65,000

4 月 1 日 ～ 1 月 4 日 14 3,067,040 9 787,809

４ １２月の賠償金支給の内容 

№ 自治区名等 賠償金額(円) 行 事 名 賠償の内容 

１ 大 沼 237,380 秋の環境美化活動

草刈機で除草作業中、跳ねた石が近くに止まってい

た車(アルファード)のフロントガラスを破損
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１月区長便送付文書一覧 

※区長会ホームページ（https://www.toyota-kuchokai.org）でも、資料を掲載しています。 

№ 文 書 名 担当課 電話 種類 送付先 

1 令和 4年度全国一斉情報伝達訓練の実施 防災対策課 34-6750 依頼 全自治区 

2 「市民民謡講習会」事業終了のお知らせ 文化振興課 31-8804 通知 全自治区 

3 「交通安全市民会議ﾆｭｰｽ 1 月号」他 交通安全防犯課 34-6633 配付 全自治区 

4 「消防団員募集の協力について」 （消）総務課 35-9717 配付 全自治区 

5 ぼらんてぃあだより 社会福祉協議会 31-1294 配付 旧市内自治区 

6 
違反開発防止に向けたﾎﾟｽﾀｰ掲示及び 

ﾁﾗｼ回覧 開発調整課 34-6744 回覧 全自治区 

※「自治区だより」が提出されていない自治区は、発行の都度支所に 
３部（挙母地区は地域支援課に２部）ご提出をお願いいたします。 

※区長便の空袋は、翌月配達時に回収いたしますのでご協力ください。 

・区長便の空袋は、区長便箱へ入れておいていただくか、お近くの支所へお渡しください。 

・区長便袋には、送付文書を残さず、必ず空にしてください。 

 （提出物などを入れないようにお願いします。） 

 ※回覧数等の変更・訂正がある場合は、支所・地域支援課へご連絡ください。 

【地域支援課】電 話：（0565）34－6629  ＦＡＸ：（0565）35－4745 

       メール：chiikishien＠city.toyota.aichi.jp 
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Ｍｅｍｏ 
｢人づくり･まちづくり･幸せづくり｣



「市民の誓いシンボルマーク」(平成 18年制定) 
「豊田市の花『ひまわり』の種をモチーフに、本文の
５項目を明るいラインで表し、実践活動を通じて、
わたくしたち市民の手で、豊田市を未来に向かって
育て伸ばそう」という意味を表しています。 

豊田市民の誓い 

 わたくしたちは、七州
しちしゅう

をのぞむ美
うつく
しい山河

さ ん が
にかこまれ、 

 輝
かがや
かしい衣

ころも
の里

さと
の歴史

れ き し
と伝統
でんとう

をうけつぎながら、 

   明日
あ す
に向

む
かって伸

の
びゆく豊田市

と よ た し
の市民

し み ん
です。 

    １   緑
みどり

をはぐくみ、川
かわ

を大切
たいせつ

にして、 

豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

を愛
あい

しましょう。 

１   スポーツに親
した

しみ、教養
きょうよう

を高
たか

めて、 

文化
ぶ ん か

の向上
こうじょう

につとめましょう。 

    １   元気
げ ん き

で働
はたら

き、若
わか

い力
ちから

をそだてて、 

幸
しあわ

せな家庭
か て い

をつくりましょう。 

    １   互
たが

いに助
たす

けあい、心
こころ

の輪
わ

をひろげて、 

あたたかい町
まち

をつくりましょう。 

１   いのちを尊
とうと

び、きまりを守
まも

って、 

住
す

みよい社会
しゃかい

をつくりましょう。 

（昭和５３年３月１日制定） 















令和４年１２月２７日 

自治区長 様 

都市整備部 開発調整課 
課長 鈴木 晃弘 

違反開発防止に向けたポスター掲示及びチラシ回覧について（依頼）

日頃は、豊田市行政に御理解と御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 
このたび、「豊田市開発事業対策協議会」の取組の一環として、違反開発防止を啓
発するポスターとチラシを作成しましたので、下記のとおり依頼いたします。 

記 

１ 目 的 
   違反開発を防止するため 

２ 依頼内容 
   自治区区民会館等へのポスター掲示 

自治区住民へのチラシ回覧 

３ 周知内容 
   別紙のとおり 

《問合せ先》 
豊田市役所 都市整備部 開発調整課 
啓発・指導担当 花木、市川 
TEL 0565-34-6744（直通） 
FAX 0565-34-6011 

資 料 ２ 

１月区長便 



回 覧
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